
日本政府の核兵器禁止条約第3回締約国会議への不参加決定に抗議する 
 

2月18日、岩屋外務大臣は3月3日から7日にかけてニューヨークで開催される核兵器禁止条約（TPNW）

第3回締約国会議（3MSP）に、日本政府としてオブザーバー参加を見送る方針を表明し、「大変難しい、厳

しい判断をせざるを得なかった」と述べた。 

TPNWが発効して4年。これまで日本政府はTPNWに対して、「核兵器のない世界の世界への重要な条約」

としながらも、核保有国が参加していないことを理由に、批准に否定的な姿勢を崩そうとはしていない。一

方で、核保有国と非核保有国の「橋渡し役」を担うとしているが、非核保有国を中心に発効されたTPNWに

消極的な態度を示しながら「橋渡し役」など務まるはずがない。 

原水禁はTPNW発効につながった国際社会における「核の非人道性」の確立において、被爆者が果たして

きた役割は非常に大きなものであったことを認識し、被爆の実相を証言してきた被爆者のみなさんに心か

らの敬意を表する。 

2024年にはそれまでの成果が認められ、日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）がノーベル平和賞

を受賞した。こうしたなかで、日本政府が被爆80年にあたって核兵器廃絶に向けとりくむことに国内外の

期待が集まっていたところだった。 

いま国際社会では、ロシアやイスラエルなど、軍事力で問題を解決しようとする国々の姿勢によって、核

兵器使用リスクが高まりつつある。同時に、そうした姿勢を許さず、核兵器廃絶を求める声も高まり続けて

いる。 

そのような状況にあって、日本政府がTPNWに前向きな姿勢を示さないばかりか、オブザーバー参加さ

えも見送るということは、日本政府が核兵器廃絶そのものに否定的だと国際社会に受け止められるだろう。

それは戦争被爆国である日本政府のとるべき態度ではない。 

今回の参加検討においては、日本政府は過去の締約国会議にオブザーバー参加した国の事例を検証する

としてきた。ドイツやノルウェー、オーストラリアなどの事例をどのように具体的に検証したのか、その実

態が説明されることはなかった。そもそも検証を行うにあたり、当然あるべき「オブザーバー参加する」と

いう方向性が確認されていたのかも疑わしい。 

すでに日本からも多くの市民団体やNGO団体、個人が第3回締約国会議に参加するため準備を進めてい

る。原水禁も核兵器廃絶を願う国際社会において、これまで積み重ねてきた市民の連帯を深めることが重要

だと考え、「すべてのヒバクシャ救済」と「核廃絶」を両輪として進めてきた原水禁運動の具体化をはかる

ため、第3回締約国会議に向け代表団を派遣する予定だ。 

これまでの締約国会議のなかで私たちに寄せられてきたのは、「なぜ原爆被害の凄惨さを一番経験してい

る日本がTPNWに参加しないのか」という、至極当たり前の疑問の声だ。原水禁はこれまでも、日本政府に

一刻も早いTPNWへの署名・批准を求めて運動を展開してきた。今回の参加見送りに、被爆者を中心に落胆

の声が大きく拡がっているが、ここで運動の歩みを止めるわけにはいかない。 

日本政府がTPNW第3回締約国会議への参加を見送ったことは、核兵器廃絶に向けた国際社会の流れに逆

行している。日本政府が示す方針はアメリカの「核の傘」に守られることに拘泥し続けており、核兵器の存

在を支えている核抑止論を自らのりこえようとする姿勢は見られない。被爆から80年経とうとする今日に

おいて、一日も早い核兵器廃絶の実現を願う被爆者のおもいに応えることとは程遠いと言えるだろう。 

私たちは今後も粘り強く、日本政府にTPNWへの署名・批准を求めていく。それが被爆80年を迎えても

なお、苦しみ続ける被爆者のおもいを受け止めることにつながると考える。そして核も戦争もない社会の構

築に向けて、今後も原水禁運動を積極的に展開していくことを改めて決意する。 
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